
この PDF パッケージには複数のファイルが含まれています。
PDF パッケージに含まれる文書の閲覧、作業には、Adobe Reader または Adobe Acrobat の 
バージョン 8 以降のご使用をお勧めします。最新バージョンにアップデートいただくと、 
次のような利点があります。

•  効率的で、統合された PDF 表示

•  簡単に印刷

•  クイック検索

最新バージョンの Adobe Reader をお持ちでない場合

ここをクリックして最新バージョンの Adobe Reader をダウンロードできます

既に Adobe Reader 8 をお持ちの場合
この PDF パッケージ内のファイルをクリックして表示できます。

http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html




派


遣


労


働


者


等


の


解


雇


の


防


止


に


関


す


る


緊


急


措


置


法


案


要


綱


 
第


一


 
目


的


 
こ


の


法


律


は


、


現


下


の


厳


し


い


雇


用


情


勢


に


か


ん


が


み


、


派


遣


労


働


者


等


の


解


雇


を


防


止


す


る


た


め


の


緊


急


の


措


置


を


講


ず


る


こ


と


に


よ


り


、


派


遣


労


働


者


等


の


雇


用


の


安


定


を


図


る


こ


と


を


目


的


と


す


る


も


の


と


す


る


こ


と


。


 


（


第


一


条


関


係


）


 


第


二


 


派


遣


労


働


者


等


の


雇


用


の


安


定


の


た


め


の


助


成


及


び


援


助


 


１


 


政


府


は


、


雇


用


保


険


法


第


六


十


二


条


の


雇


用


安


定


事


業


と


し


て


、


次


の


事


業


を


行


う


も


の


と


す


る


こ


と


。


 


一


 


労


働


者


派


遣


の


役


務


の


提


供


を


受


け


て


い


る


者


が


景


気


の


変


動


、


産


業


構


造


の


変


化


そ


の


他


の


経


済


上


の


理


由


に


よ


り


事


業


活


動


の


縮


小


を


余


儀


な


く


さ


れ


た


場


合


に


お


い


て


、


当


該


労


働


者


派


遣


に


係


る


派


遣


労


働


者


で


あ


っ


て


継


続


し


て


雇


用


し


て


い


た


期


間


が


二


月


以


上


の


も


の


に


つ


い


て


休


業


又


は


教


育


訓


練


（


職


業


に


関


す


る


知


識


、


技


能


又


は


技


術


を


習


得


さ


せ


、


又


は


向


上


さ


せ


る


こ


と


を


目


的


と


す


る


も


の


を


い


う


。


以


下


「


休


業


等


」


と


い


う


。


）


を


行


う


派


遣


元


事


業


主


そ


の


他


当


該


労


働


者


派


遣


に


係


る


派


遣


労


働


者


の


雇


用


の


安


定


を


図


る


た


め


に


必


要


な


措


置


を


講


ず


る


派


遣


元


事


業


主


に


対


し


て


、


必


要


な


助


成


及


び


援


助


を


行


う


こ


と


。


 


二


 


景


気


の


変


動


、


産


業


構


造


の


変


化


そ


の


他


の


経


済


上


の


理


由


に


よ


り


事


業


活


動


の


縮


小


を


余


儀


な


く


さ


れ


た


場


合


に


 
 


一







 


二


お


い


て


、


期


間


を


定


め


て


雇


用


す


る


労


働


者


又


は


短


時


間


労


働


者


で


あ


っ


て


継


続


し


て


雇


用


し


て


い


た


期


間


が


二


月


以


上


の


も


の


に


つ


い


て


休


業


等


を


行


う


事


業


主


そ


の


他


期


間


を


定


め


て


雇


用


す


る


労


働


者


又


は


短


時


間


労


働


者


の


雇


用


の


安


定


を


図


る


た


め


に


必


要


な


措


置


を


講


ず


る


事


業


主


に


対


し


て


、


必


要


な


助


成


及


び


援


助


を


行


う


こ


と


。


 


２


 


１


の


一


又


は


二


の


助


成


は


、


当


該


助


成


を


受


け


よ


う


と


す


る


派


遣


元


事


業


主


等


が


当


該


助


成


に


係


る


休


業


等


を


開


始


す


る


日


と


し


て


指


定


し


た


日


か


ら


起


算


し


て


六


月


の


期


間


（


第


三


の


２


に


お


い


て


「


対


象


期


間


」


と


い


う


。


）


内


に


行


わ


れ


た


休


業


等


に


係


る


手


当


又


は


賃


金


に


つ


い


て


行


う


も


の


と


す


る


こ


と


。


 


３


 


１


の


一


又


は


二


の


助


成


の


金


額


を


定


め


る


に


当


た


っ


て


は


、


中


小


企


業


者


に


対


す


る


特


別


の


配


慮


が


な


さ


れ


な


け


れ


ば


な


ら


な


い


も


の


と


す


る


こ


と


。


 


４


 


政


府


は


、


派


遣


元


事


業


主


等


が


１


の


一


又


は


二


の


助


成


又


は


援


助


を


受


け


よ


う


と


す


る


場


合


に


そ


の


請


求


を


円


滑


に


行


う


こ


と


が


で


き


る


よ


う


に


す


る


た


め


、


必


要


な


便


宜


を


供


与


す


る


も


の


と


す


る


こ


と


。


 


（


第


二


条


関


係


）


 


第


三


 


施


行


期


日


等


 


１


 


こ


の


法


律


は


、


公


布


の


日


か


ら


起


算


し


て


二


週


間


を


経


過


し


た


日


か


ら


施


行


す


る


も


の


と


す


る


こ


と


。


 







 
 


三


（


附


則


第


一


条


関


係


）


 
２


 
こ


の


法


律


は


、


施


行


の


日


か


ら


六


月


を


経


過


し


た


日


に


、


そ


の


効


力


を


失


う


も


の


と


す


る


こ


と


。


た


だ


し


、


同


日


に


お


い


て


対


象


期


間


が


終


了


し


て


い


な


い


派


遣


元


事


業


主


等


に


対


す


る


助


成


及


び


援


助


に


つ


い


て


は


、


第


二


の


１


及


び


２


は


、


な


お


そ


の


効


力


を


有


す


る


も


の


と


す


る


こ


と


。


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


（


附


則


第


二


条


関


係


）


 








派


遣


労


働


者


等


の


解


雇


の


防


止


に


関


す


る


緊


急


措


置


法


（


案


）


 


 


（


目


的


）


 


第


一


条


 


こ


の


法


律


は


、


現


下


の


厳


し


い


雇


用


情


勢


に


か


ん


が


み


、


派


遣


労


働


者


等


の


解


雇


を


防


止


す


る


た


め


の


緊


急


の


措


置


を


講


ず


る


こ


と


に


よ


り


、


派


遣


労


働


者


等


の


雇


用


の


安


定


を


図


る


こ


と


を


目


的


と


す


る


。


 


 


（


派


遣


労


働


者


等


の


雇


用


の


安


定


の


た


め


の


助


成


及


び


援


助


）


 


第


二


条


 


政


府


は


、


雇


用


保


険


法


（


昭


和


四


十


九


年


法


律


第


百


十


六


号


）


第


六


十


二


条


の


雇


用


安


定


事


業


と


し


て


、


次


の


事


業


を


行


う


も


の


と


す


る


。


 


一


 


労


働


者


派


遣


（


労


働


者


派


遣


事


業


の


適


正


な


運


営


の


確


保


及


び


派


遣


労


働


者


の


就


業


条


件


の


整


備


等


に


関


す


る


法


律


（


昭


和


六


十


年


法


律


第


八


十


八


号


）


第


二


条


第


一


号


に


規


定


す


る


労


働


者


派


遣


を


い


う


。


以


下


こ


の


号


に


お


い


て


同


じ


。


）


の


役


務


の


提


供


を


受


け


て


い


る


者


が


景


気


の


変


動


、


産


業


構


造


の


変


化


そ


の


他


の


経


済


上


の


理


由


に


よ


り


事


業


活


動


の


縮


小


を


余


儀


な


く


さ


れ


た


場


合


に


お


い


て


、


当


該


労


働


者


派


遣


に


係


る


派


遣


労


働


者


（


同


条


第


二


号


に


規


定


す


る


派


遣


労


働


者


を


い


う


。


以


下


こ


の


号


に


お


い


て


同


じ


。


）


で


あ


っ


て


継


続


し


て


雇


用


し


て


い


た


期


間


が


二


月


以


上


の


も


の


に


つ


い


て


休


業


又


は


教


育


訓


練


（


職


業


に


関


す


る


知


識


、


技


能


又


は


技


術


を


習


得


さ


せ


、


又


は


向


上


さ


せ


る


こ


と


を


目


的


と


 
 


一







 


二


す


る


も


の


を


い


う


。


以


下


こ


の


条


に


お


い


て


「


休


業


等


」


と


い


う


。


）


を


行


う


派


遣


元


事


業


主


（


同


法


第


二


十


三


条


第


一


項


に


規


定


す


る


派


遣


元


事


業


主


を


い


う


。


以


下


同


じ


。


）


そ


の


他


当


該


労


働


者


派


遣


に


係


る


派


遣


労


働


者


の


雇


用


の


安


定


を


図


る


た


め


に


必


要


な


措


置


を


講


ず


る


派


遣


元


事


業


主


に


対


し


て


、


必


要


な


助


成


及


び


援


助


を


行


う


こ


と


。


 


二


 


景


気


の


変


動


、


産


業


構


造


の


変


化


そ


の


他


の


経


済


上


の


理


由


に


よ


り


事


業


活


動


の


縮


小


を


余


儀


な


く


さ


れ


た


場


合


に


お


い


て


、


期


間


を


定


め


て


雇


用


す


る


労


働


者


又


は


短


時


間


労


働


者


（


短


時


間


労


働


者


の


雇


用


管


理


の


改


善


等


に


関


す


る


法


律


（


平


成


五


年


法


律


第


七


十


六


号


）


第


二


条


に


規


定


す


る


短


時


間


労


働


者


を


い


う


。


以


下


こ


の


号


に


お


い


て


同


じ


。


）


で


あ


っ


て


継


続


し


て


雇


用


し


て


い


た


期


間


が


二


月


以


上


の


も


の


に


つ


い


て


休


業


等


を


行


う


事


業


主


そ


の


他


期


間


を


定


め


て


雇


用


す


る


労


働


者


又


は


短


時


間


労


働


者


の


雇


用


の


安


定


を


図


る


た


め


に


必


要


な


措


置


を


講


ず


る


事


業


主


に


対


し


て


、


必


要


な


助


成


及


び


援


助


を


行


う


こ


と


。


 


２


 


前


項


第


一


号


又


は


第


二


号


の


助


成


は


、


当


該


助


成


を


受


け


よ


う


と


す


る


派


遣


元


事


業


主


等


が


当


該


助


成


に


係


る


休


業


等


を


開


始


す


る


日


と


し


て


指


定


し


た


日


か


ら


起


算


し


て


六


月


の


期


間


（


附


則


第


二


条


に


お


い


て


「


対


象


期


間


」


と


い


う


。


）


内


に


行


わ


れ


た


休


業


等


に


係


る


手


当


又


は


賃


金


に


つ


い


て


行


う


も


の


と


す


る


。


 


３


 


第


一


項


第


一


号


又


は


第


二


号


の


助


成


の


金


額


を


定


め


る


に


当


た


っ


て


は


、


中


小


企


業


者


に


対


す


る


特


別


の


配


慮


が


な


さ


れ







な


け


れ


ば


な


ら


な


い


も


の


と


す


る


。


 
４


 
政


府


は


、


派


遣


元


事


業


主


等


が


第


一


項


第


一


号


又


は


第


二


号


の


助


成


又


は


援


助


を


受


け


よ


う


と


す


る


場


合


に


そ


の


請


求


を


円


滑


に


行


う


こ


と


が


で


き


る


よ


う


に


す


る


た


め


、


必


要


な


便


宜


を


供


与


す


る


も


の


と


す


る


。


 


 
 


 


附


 


則


 


（


施


行


期


日


）


 


第


一


条


 


こ


の


法


律


は


、


公


布


の


日


か


ら


起


算


し


て


二


週


間


を


経


過


し


た


日


か


ら


施


行


す


る


。


 


 


（


こ


の


法


律


の


失


効


）


 


第


二


条


 


こ


の


法


律


は


、


施


行


の


日


か


ら


六


月


を


経


過


し


た


日


に


、


そ


の


効


力


を


失


う


。


た


だ


し


、


同


日


に


お


い


て


対


象


期


間


が


終


了


し


て


い


な


い


派


遣


元


事


業


主


等


に


対


す


る


助


成


及


び


援


助


に


つ


い


て


は


、


第


二


条


第


一


項


及


び


第


二


項


の


規


定


は


、


な


お


そ


の


効


力


を


有


す


る


。


 


  
 


三







 


四


 







理


 


由


 


 


現


下


の


厳


し


い


雇


用


情


勢


に


か


ん


が


み


、


派


遣


労


働


者


等


の


雇


用


の


安


定


を


図


る


た


め


、


派


遣


労


働


者


等


の


解


雇


を


防


止


す


る


た


め


の


緊


急


の


措


置


を


講


ず


る


必


要


が


あ


る


。


こ


れ


が


、


こ


の


法


律


案


を


提


出


す


る


理


由


で


あ


る


。


 


  
 


五







 


六


 







 
 


七


 
 


 


こ


の


法


律


の


施


行


に


伴


い


必


要


と


な


る


経


費


 


 


こ


の


法


律


の


施


行


に


伴


い


必


要


と


な


る


経


費


は


、


約


三


百


億


円


の


見


込


み


で


あ


る


。


 





